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釧路市企業立地促進条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第１４８号  

改正  平成２０年３月１９日条例第２１号  

平成２３年３月１８日条例第１４号  

平成２５年３月２５日条例第１９号  

平成２６年６月２０日条例第２７号  

平成２９年９月１５日条例第３４号  

平成３０年３月１９日条例第１４号  

平成３１年３月２２日条例第１６号  

令和２年１２月１５日条例第３８号  

（目的）  

第１条  この条例は、本市における産業の振興を促進するため、市内に事業場を新設し、又

は増設する者に対し、課税の免除及び助成の措置を行うことにより、本市経済の発展及び

雇用機会の拡大を図り、もって活力あるまちづくりを推進することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

（１）  事業場  次に掲げるものをいう。  

ア  工場  物を製造し、又は加工するために作業を行う施設又は設備をいう。  

イ  ソフトウェア業の施設  他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行

う事業の施設又は設備をいう。  

ウ  情報処理サービス業の施設  電子計算機等を用いて、委託された計算サービス、パ

ンチサービス等を行う事業の施設又は設備をいう。  

エ  データセンター  顧客のデータ等の保管又はコンピュータ処理を代行する事業の

施設又は設備をいう。  

オ  コールセンター  情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役

務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を

有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの

契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作

成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及び

これらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若し

くは分析の業務に係る事業の施設又は設備をいう。  

カ  旅館業の施設  旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条に規定する旅館業（風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業及び下宿営業を除く。）の

施設又は設備をいう。  

キ  リサイクル産業施設  次に掲げるものをいう。  

（ア）  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律

第１１２号）第１５条の規定により、主務大臣の認定を受けた特定容器利用事業者、

特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が、分別基準適合物の再商品化（同

法第２条第８項に規定する再商品化をいう。）を行う施設又は設備  

（イ） 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）

第１１条第５項に規定する登録再生利用事業者が、再生利用事業（同条第２項第２

号に規定する再生利用事業をいう。）を行う施設又は設備  

（ウ）  資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２７条第

１項の規定により、主務大臣の認定を受けた指定再資源化事業者が、資源の再資源

化（同法第２条第６項に規定する再資源化をいう。）を行う施設又は設備  
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（エ）  特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第２３条第１項の規

定により、主務大臣の認定を受けた製造業者等が、特定家庭用機器廃棄物の再商品

化（同法第２条第１項に規定する再商品化をいう。）を行う施設又は設備  

（オ）  使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号）第２条

第１３項に規定する解体業者であり、かつ、同条第１４項に規定する破砕業者であ

るものが、使用済自動車（同条第２項に規定する使用済自動車をいう。）又は解体

自動車（同条第３項に規定する解体自動車をいう。以下同じ。）の解体並びに解体

自動車の破砕及び破砕前処理を行う施設又は設備  

ク  試験研究施設  高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を

行う施設又は設備をいう。  

ケ  観光施設  キャンプ場、遊園地、ゴルフ場、スキー場又はこれらに類するものの施

設又は設備（３市町合併（平成１７年１０月１１日の３市町の合併をいう。以下同じ。）

前の阿寒町及び音別町の区域（以下「阿寒・音別地区」という。）に設置するものに

限る。）をいう。  

コ  特産品開発施設  地場特産品の開発又はまちおこし創出の役割を果たす施設又は

設備（阿寒・音別地区に設置するものに限る。）をいう。  

サ  教育文化施設  学校、博物館、美術館、運動競技場又はこれらに類するものの施設

又は設備（阿寒・音別地区に設置するものに限る。）をいう。  

シ  医療福祉施設  診療施設、福祉関連施設又はこれらに類するものの施設又は設備

（阿寒・音別地区に設置するものに限る。）をいう。  

ス  電気業の施設  需要に応じ、電気を供給する施設又は設備をいう。  

セ  新エネルギー供給業の施設  電気業の施設のうち太陽光、風力、水力、地熱又はバ

イオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができ

るもの（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品

を除く。）をいう。）をエネルギー源として発電し、電気を供給する施設若しくは設

備をいう。  

ソ  ガス業の施設  需要に応じ、導管によりガスを供給する施設又は設備をいう。  

タ  熱供給業の施設  需要に応じ、蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エネルギー又は

蒸気若しくは温水を導管により供給する施設若しくは設備をいう。  

チ  植物工場  施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく

養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有する施設で、省エネル

ギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認める

ものをいう。  

ツ  本社機能移転事業所  市外から市内に本社機能の全部又は一部を移転するため、新

たに市内に設置する本社機能を有する事務所又は事業所をいう。  

テ  農林水産物等販売業の施設  過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５

号。以下「過疎法」という。）第３０条に規定する農林水産物等販売業の施設又は設

備をいう。  

ト  その他の施設  アからテまでに掲げるもののほか、特に本市の振興に寄与すると認

められる施設又は設備をいう。  

（２）  新設  次に掲げる場合をいう。  

ア  市内に事業場を有していない者が市内に新たに事業場を設置する場合  

イ  市内に事業場を有する者が、異種の事業を行うため、市内に新たに事業場を設置す

る場合  

（３）  増設  次に掲げる場合をいう。  

ア  市内に事業場を有する者が、同種の事業を拡大するため、当該事業場を拡張し、又

は市内に新たに事業場を設置する場合  

イ  市内に事業場を有する者が、生産能力を増加させる目的をもって、当該事業場に新
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たに設備を設置する場合  

（４）  市外からの進出  市外に主たる事務所、事業所等を有する者が事業場を新設する

ことをいう。  

（５） 基準年度  新設し、又は増設した事業場が操業又は事業（以下「操業等」という。）

を開始した日以後最初に固定資産税を課されることとなる年度をいう。  

（６）  固定資産  所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第５条第１号及び第６条

第１号から第７号までに掲げる資産のうち事業場の用に直接供するものをいう。  

（７）  固定資産税等  釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）に基づいて市が

事業場の設置者に課する固定資産税及び釧路市都市計画税条例（平成１７年釧路市条例

第７６号）に基づいて市が事業場の設置者に課する都市計画税をいう。  

（８）  固定資産評価額  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８１条の規定によ

り、市の固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格をいう。  

（９）  課税の免除  固定資産税等を基準年度から３か年度に限り、第５条第１項第１号

に定めるとおり免除することをいう。  

（措置の種類）  

第３条  市は、第１条の目的を達成するため、課税の免除及び次に掲げる助成を行うものと

する。  

（１）  土地取得助成  

（２）  雇用助成  

（３）  緑化助成  

（４）  設備投資資金助成  

（５）  事業所賃借料助成  

（６）  通信回線使用料助成  

（措置の対象等）  

第４条  前条の措置は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事

業場であって本市産業の振興又は産業構造の高度化に寄与するものを新設し、又は増設す

る者で市長が指定したものに対し行う。  

（１）  課税の免除  別表第１の左欄に掲げる事業場  

（２）  助成  別表第２の中欄に掲げる事業場  

２  前項第２号の場合において、当該事業場が２以上の助成の対象に該当するときは、それ

ぞれの助成を併せて行うことができる。  

３  第１項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申

請しなければならない。  

（措置の内容等）  

第５条  市は、前条第１項の規定により市長の指定を受けた者（以下「指定事業者」という。）

に対し、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより措

置を行う。  

（１） 課税の免除  別表第１の左欄に掲げる課税の免除の対象となる事業場の区分に応

じ、同表の中欄に掲げる固定資産について、同表の右欄に定める割合の範囲内で課税の

免除を行う。  

（２） 助成  別表第２の左欄及び中欄に掲げる助成の種類及び助成の対象となる事業場

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額以内の額を補助金として交付する。  

２  指定事業者が課税の免除又は補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。  

３  補助金の交付時期は、規則で定める。  

（指定事業者の特例）  

第６条  市長は、別表第１の課税の免除の対象となる事業場の欄及び別表第２の助成の対象

となる事業場の欄に規定する対象要件に満たない場合であっても、特に阿寒・音別地区に



4/8 

おける産業の振興上必要と認めた事業場を新設し、又は増設する者に対しては、第４条第

１項の規定による指定をし、前条第１項の措置を行うことができる。  

（特別援助）  

第７条  市長は、阿寒・音別地区の指定事業者に対し、特に必要があると認めたときは、次

に掲げる特別援助を行うことができる。  

（１）  出資又は融資のあっせん  

（２）  土地又は建物のあっせん  

（３）  市有普通財産の貸付け又は売却  

（４）  労働力の確保  

（５）  用水の確保  

（６）  道路等周辺公共施設の計画的整備  

（７）  その他必要な援助  

２  指定事業者が、前項の規定により特別援助を受けようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。  

（措置の承継）  

第８条  市長は、前３条の規定により課税の免除、助成の措置又は特別援助を行うまでの間

において、指定事業者に係る事業場が相続、合併、分割又は事業の譲渡により当該事業場

の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者（以下「承継人」という。）

に対し、当該措置を行うものとする。  

２  承継人は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届け出て承認を得なければ

ならない。  

（指定及び措置の取消し等）  

第９条  市長は、指定事業者（承継人を含む。以下同じ。）、課税の免除の決定、補助金の

交付の決定若しくは特別援助の決定を受けた者又は課税の免除、補助金の交付若しくは特

別援助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定又は決定

を取り消すことができる。  

（１）  課税の免除又は助成の措置の対象要件を欠くに至ったとき。  

（２）  偽りその他不正の手段により課税の免除、助成の措置又は特別援助を受け、又は

受けようとしたとき。  

（３）  課税の免除の決定、補助金の交付の決定若しくは特別援助の決定の内容又はこれ

に付した条件に違反したとき。  

（４） 課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付若しくは特別援助を受けた日の

属する事業年度から３事業年度後までの間に当該操業等を休止し、又は廃止したとき。

ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。  

（５） 課税の免除を受けた年度又は補助金の交付若しくは特別援助を受けた日の属する

事業年度に市税を滞納したとき。  

（６）  この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

（７） 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。 

２  市長は、前項第２号、第３号、第４号本文又は第５号から第７号までのいずれかに該当

して課税の免除又は補助金の交付の決定を取り消された者が既に課税の免除又は補助金

の交付を受けているときは、その者に対し、既に行った課税の免除に相当する額の全部若

しくは一部を納付させ、又は当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（報告及び調査）  

第１０条  市長は、指定事業者に対し、操業等及び雇用の状況等について報告を求め、又は

実地に調査することができる。  

（他の条例との調整）  

第１１条  この条例は、同一事業について釧路市中小企業振興条例（平成１７年釧路市条例

第１４９号）第４条若しくは第５条又は釧路市水産業振興条例（平成１７年釧路市条例第
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１８９号）第４条若しくは第５条に規定する助成金を受けた者については、適用しない。 

（釧路市行政手続条例の適用除外）  

第１２条  この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づく課税の免除、助成の措置及び

特別援助に関する処分については、釧路市行政手続条例（平成１７年釧路市条例第２１号）

第２章及び第３章の規定は、適用しない。  

（委任）  

第１３条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に事業場を新設し、

又は増設する工事に着手した者に適用し、施行日の前日までに事業場を新設し、又は増設

する工事に着手した者については、３市町合併前の釧路市工業等振興条例（昭和６２年釧

路市条例第１１号）、阿寒町企業立地促進条例（平成８年阿寒町条例第３号）、阿寒町中

小企業振興条例（昭和４６年阿寒町条例第２号。第３章の規定に限る。）又は音別町企業

立地促進条例（平成７年音別町条例第５号）は、この条例の施行後も、なおその効力を有

する。  

（太陽光発電設備についての適用停止）  

３  当分の間、電気業の施設のうち太陽光をエネルギー源として発電し、電気を供給する施

設又は設備については、この条例は、適用しない。  

附  則（平成２０年３月１９日条例第２１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第９条の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用

し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。  

附  則（平成２３年３月１８日条例第１４号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者とな

る者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。 

附  則（平成２５年３月２５日条例第１９号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者とな

る者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。 

附  則（平成２６年６月２０日条例第２７号）  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の釧路市企業立地促進条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に指定事業者となる者について適用し、施行日前

に指定事業者となった者については、なお従前の例による。  

３  新条例第４条第１項第１号、第５条第１項第１号及び別表第１の規定にかかわらず、施

行日前に取得した土地に事業場を新設し、又は増設し、かつ、当該土地を取得した日の翌



6/8 

日から起算して３年を超えない期間内に当該事業場が操業又は事業を開始する場合にお

ける当該土地に係る課税の免除については、なお従前の例による。  

４  新条例附則第３項の規定にかかわらず、電気業の施設のうち太陽光をエネルギー源とし

て発電し、電気を供給する施設又は設備の新設であって、施行日の前日までに電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）

第６条第１項の認定を受け、かつ、平成２８年３月３１日以前に建設に着手するものに係

る助成については、なお従前の例による。  

附  則（平成２９年９月１５日条例第３４号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成３０年３月１９日条例第１４号）  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者とな

る者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。 

附  則（平成３１年３月２２日条例第１６号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者とな

る者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。 

附  則（令和２年１２月１５日条例第３８号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第１（第４条、第５条、第６条関係）  

課税の免除の対象となる事業場  課税の免除を  

行う固定資産  

課税の免除  

の割合  

事業場のうち、地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成

１９年法律第４０号。以下この項において「法」

という。）第１８条に規定する承認地域経済牽

引事業（法第２５条の主務大臣の確認を受けた

ものに限る。）のための施設であって、当該事

業場の新設又は増設に係る建物及びその附属

設備、構築物又は当該建物若しくは構築物の敷

地である土地に対する固定資産税を課さなか

った場合において、その措置が法第２６条の総

務省令で定める場合に該当するものと認めら

れるもの  

事業場の新設又は増設

により取得した固定資

産であって、当該固定

資産に対する固定資産

税を課さなかった場合

において、その措置が

法第２６条の総務省令

で定める場合に該当す

るものと認められるも

の  

基準年度  

１００分の１００  

基準年度の翌年度   

１００分の７５  

基準年度の翌々年度  

１００分の５０  

第２条第１号ア、カ又はテに掲げる事業場であ

って、当該事業場の新設若しくは増設に係る機

械及び装置又は当該事業場の新設若しくは増

設に係る建物及びその附属設備若しくは当該

建物の敷地である土地に対する固定資産税を

課さなかった場合において、その措置が過疎法

第３１条の総務省令で定める場合に該当する

ものと認められるもの  

事業場の新設又は増設

により取得した固定資

産であって、当該固定

資産に対する固定資産

税を課さなかった場合

において、その措置が

過疎法第３１条の総務

省令で定める場合に該

当するものと認められ

るもの  
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別表第２（第４条、第５条関係）  

助成の種類  助成の対象となる事業場  補助金の額  

土地取得  

助成  

第２条第１号アからオまで、キ、ク及びチに

掲げる事業場の新設又は増設に伴い土地を取得

し、その土地を取得した日の翌日から起算して

３年を超えない期間内に操業等を開始したもの

（市外からの進出以外の場合は、雇用助成の対

象要件を具備するものであること）  

事業場の新設又は増設に伴い

取得した土地のうち、市長が事

業場の用に供したと認めるもの

の取得価額の１００分の２５に

相当する額（その額が１億円を

超えるときは１億円）  

雇用助成  第２条第１号アからケまで、スからチまで及

びトに掲げる事業場（同号トに掲げる事業場に

あっては、阿寒・音別地区に設置するものに限

る。以下この項において同じ。）の種類に応じ、

次の各号のいずれかに該当するもの  

（１）  工場、リサイクル産業施設、電気業の

施設（新エネルギー供給業の施設を除く。）、

ガス業の施設及び熱供給業の施設  

ア  新設の場合  その新設に伴い規則で定め

る新たに雇用される者（以下「新たに雇用

される者」という。）の数が５人以上であ

るもの  

イ  増設の場合  その増設により取得した固

定資産（土地を除く。）に係る基準年度の

固定資産評価額が３，０００万円以上であ

り、かつ、その増設に伴って新たに雇用さ

れる者の数が５人以上であるもの  

（２）  ソフトウェア業の施設、情報処理サー

ビス業の施設、データセンター、コールセン

ター及び試験研究施設  その新設又は増設に

伴って新たに雇用される者の数が５人以上で

あるもの  

（３）  旅館業の施設（阿寒・音別地区に設置

するものに限る。）、観光施設及びその他の

施設  その新設又は増設に伴って新たに雇用

される者の数が２０人以上であるもの  

（４）  新エネルギー供給業の施設  その新設

により取得した固定資産の取得価額が１０億

円以上であり、かつ、その新設に伴って新た

に雇用される者の数が１人以上であるもの  

（１）  第２条第１号アからオ

まで、キ、ク及びスからチま

でに掲げる事業場  新たに雇

用される者の数に２０万円

（新たに雇用される者が規則

で定める市内居住者であると

きは３０万円）を乗じて得た

額（その額が３，０００万円

を超えるときは３，０００万

円）  

（２）  第２条第１号カ、ケ及

びトに掲げる事業場  新たに

雇用される者の数に１０万円

を乗じて得た額（その額が２，

０００万円を超えるときは

２，０００万円）  

緑化助成  第２条第１号ア、ス、ソ及びタに掲げる事業

場でその新設又は増設に伴い、工場立地法（昭

和３４年法律第２４号）第６条第１項の規定に

よる特定工場の届出を要するもの  

工場立地法第４条第１項第１

号に規定する緑地の設置に要し

たと認められる事業費に１００

分の２５を乗じて得た額（その

額が１，０００万円を超えると

きは１，０００万円）  

設備投資  

資金助成  

第２条第１号アからシまで、チ及びトに掲げ

る事業場（同号カ及びトに掲げる事業場にあっ

ては、阿寒・音別地区に設置するものに限る。

以下この項において同じ。）の新設又は増設に

その新設又は増設により取得

した固定資産の取得価額の１０

０分の８に相当する額（第２条

第１号アからオまで、キ、ク及
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伴い次に掲げる対象要件を具備する固定資産

（土地を除く。以下この項において同じ。）を

取得するものであり、かつ、その新設又は増設

に伴って新たに雇用される者の数が５人以上で

あるもの  

（１）  新設の場合  取得価額が５，０００万

円以上であること。  

（２）  増設の場合  取得価額が３，０００万

円以上であること。  

びチに掲げる事業場にあっては

その額が１億円を超えるときは

１億円、同号カ、ケからシまで

及びトに掲げる事業場にあって

は１，０００万円を超えるとき

は１，０００万円）  

事業所  

賃借料助成  

第２条第１号オ及びツに掲げる事業場の種類

に応じ、次の各号のいずれかに該当するもの  

（１）  コールセンター  その新設に伴って次

のいずれにも該当するもの  

ア  建物又は建物の部分を賃借して当該施設

又は設備を設置するもの  

イ  新たに雇用される者の数が５０人以上で

あるもの  

（２）  本社機能移転事業所  その設置に伴っ

て次のいずれにも該当するもの  

ア  建物又は建物の部分を賃借して当該事務

所又は事業所を設置するもの  

イ  新たに雇用される者の数が３０人以上で

あるもの  

ウ  当該事務所又は事業所の面積が３００平

方メートル以上であるもの  

エ  市外から市内に本社機能を移転すること

を公表するもの  

オ  この条例に基づく他の助成の措置の対象

とならないもの  

（１）  事業を開始した日から

３年の各年において、それぞ

れ当該事業の用に供するた

め、１年間に支払った事業の

施設の賃借料の２分の１に相

当する額（その額が１年につ

き５００万円を超えるときは

５００万円）  

（２）  事業を開始した日から

１年を限度として、当該事業

の用に供するため、支払った

事業の施設の賃借料の２分の

１に相当する額（その額が５

００万円を超えるときは５０

０万円）  

通信回線  

使用料助成  

第２条第１号オに掲げるコールセンターの新

設に伴って新たに雇用される者の数が５０人以

上であるもの  

事業を開始した日から３年の

各年において、それぞれ当該事

業の用に供するため、１年間に

支払った通信回線の使用料の２

分の１に相当する額（その額が

１年につき１，０００万円を超

えるときは１，０００万円）  

備考  市外からの進出をする者については、操業等開始の日から３年以内に雇用助成、緑

化助成又は設備投資資金助成の新設に係る助成の対象要件を具備するに至ったときは、

新設に係る当該助成措置を行うことができる。  

 


